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医療安全支援センターの概要
地域において、患者等と医療機関の信頼関係構築のための支援を行う
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＜医療安全支援センターとは＞
医療法第6条の13に基づき、都道府県・保健所設置市・
特別区により設置され、医療に関する苦情や相談に対応
するとともに、医療機関、患者・住民に対して、
医療安全に関する助言および情報提供等を行っている。

※国は、医療安全支援センターの運営を
円滑に進めるため、
医療安全支援センター総合支援事業を
実施している。



＜役割＞

○ 医療に関する苦情・相談への対応 →必要に応じ、医療機関の管理者及び患者等に助言

○ 医療安全の確保に関する必要な情報提供

○ 医療機関の管理者、従業員に対する医療安全に関する研修の実施

○ 医療の安全の確保のための必要な支援

他に、センターの活動方針等を協議するための「医療安全推進協議会」の設置・開催等、具体的業務は運営要領で規定されている。

医療安全支援センターの役割と現状

出典：医療安全支援センター総合支援事業 令和3年度「医療安全支援センターの運営の現状に関する調査」

出典：医療安全支援センター総合支援事業「医療安全支援センター設置状況（令和４年11月１日現在）」

＜現状＞

○医療安全支援センターの設置数と設置率

都道府県： 47箇所 （設置率 100%）

保健所設置市区： 80箇所 （設置率 72.7%）

二次医療圏： 269箇所 （設置率 80.3%）

令和4年3月に改定

○年間相談受付総数： 110,882件

計396箇所
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医療安全支援センターに寄せられた相談件数の年次推移

※H19年度は二次医療圏センターのデータなし

出典：医療安全支援センターの運営の現状に関する調査報告書
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医療安全支援センターへの相談件数は年々増加している。

3



医療安全支援センターにおける保健師の配置

約25%の医療安全支援センター職員に保健師が配置されている。

出典：令和３年度医療安全支援センターの運営の現状に関する調査報告書
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各自治体における医療安全支援センターに関する取組例

○東京都医療安全支援センターでは、相談職員12名を配置（交代で各営業日３～４名で相談に対応）

○令和３年度は延べ13人の相談職員が医療安全支援センター総合支援事業が実施した研修を受講

○都内の他のセンター職員を対象に、相談対応に関する研修会を開催

( 1 )センター内の相談職員への研修（東京都）

研修受講を促進するための具体的な取組

・研修案内を周知する。

・オンデマンド配信の場合は、相談電話の着信や来庁面接がないタイミングに、同日に勤務している相談員の了解を得られ

れば、うち１名は勤務時間中に受講可とする（相談員同士でお互いに調整するようにする）。

・研修資料がある場合は資料提供する。

・常勤職員も受講し、日常的な会話の中で、受講して新たに知った点や感想を相談員へ共有し、受講を勧める雰囲気にする。

受講した相談員からも、同様に共有してもらったり、相談員同士で勧めてもらったりする。

・都内の保健所に設置している相談窓口には、総合支援事業からの研修案内メールを「医療安全課が主催する研修ではテー

マとして取り上げないものであるため、受講して業務の参考にしていただきたい」旨を追記して転送する。

研修会を開催するための具体的な取組

・テーマと講師設定は、社会情勢や相談窓口の実際の対応の動向を踏まえ、実施予定日の２か月前を目安に決める。

・年３回実施しているが、受講者に毎回、受講後アンケートを実施し、次回以降の企画の参考にしている。アンケート項目は、今後の業務に参考になる

具体的な内容、今後の研修会で希望するテーマや講師。

・総合支援事業が実施する研修や、過去の研修内容、他の保健所で実施される研修内容を確認し、テーマや講師が重複しないように企画する。

・講師と打合せの際に、医療安全支援センター「患者の声相談窓口」の基本姿勢や、日常の相談対応で困っていることを具体的に説明し、理解を少しで

もいただいてから、講演内容の作成をお願いする。（一般的なことではなく、相談窓口の主旨にそった内容をお願いする）

・事前に講師への質問事項を募って講師へ提供し、その内容を踏まえて講演内容を作成していただく。

・オンデマンド配信の場合は、勤務日数が少ない相談員も受講機会を確保できるよう、配信期間を１～２か月とる。また、要望に応じて、再配信する。

・受講対象者は、保健所で相談対応に携わる常勤職員や会計年度任用職員に加え、相談窓口の委託業者や派遣会社職員も可とする。
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各自治体における医療安全支援センターに関する取組例

○松本市内の盛んな公民館の活動の機会を活用

○市民からの要望に応じて、センターの相談員が「医者にか

かる10箇条」を紹介

○令和３年度は計7箇所の公民館で実施

(2)センターによる相談対応以外の活動（松本市）

○年間１～３回の頻度で協議会を開催

○希望者は傍聴が可能で、議事録や資料もホームページ等で

公開される。

○センターの実施した事業の振り返り、翌年度の事業計画の

検討、寄せられた相談に関する事例検討が行われている。

横浜市HP：

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-

iryo/iryo/anzenshien/iryoanzen/kyougikai.html

(3)医療安全推進協議会の開催（横浜市）
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